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内閣

原子力防災会議（常設）
原子力災害対策指針に基づく施策の実施の推進等、

原子力防災に関する平時からの総合調整

内閣府
(原子力防災担当：

防災担当と連携)

「内閣」が行えない分担管理

事務に相当するものを、内

閣補助事務に関連する分担

管理事務として担う

原子力規制委員会

原子力施設の安全の確保

環境省
公害に係る健康被害の

補償及び予防、放射性

物質による環境の汚染

への対処に関する事務

を担う観点から、知見を

提供・取組をリード

内閣府

原子力災害対策本部（原子力緊急事態宣言をしたときに臨時に設置）
原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策・原子力災害事後対策の総合調整

原子力規制委員会

環境省
公害に係る健康被害の
補償及び予防、放射性
物質による環境の汚染
への対処に関する事務
を担う観点から、知見を
提供・取組をリード

その他関係省庁
それぞれの事務の観点

から、原子力防災会議

の施策や総合調整に参

加

事務局
（事務局長：環境大臣）

その他関係省庁
それぞれの事務の観点か

ら、原子力災害対策本部

の施策や総合調整に協力

職員

職員 職員

平
時

緊
急
時

原子力利用における安
全の確保に関する専門
的・技術的知見を提供

本部との連携

原子力施設における事
故の収束

原子力利用における安
全の確保に関する専門
的・技術的知見を提供

原子力防災に係る関係行政機関の事務分担・位置づけ

vb

内閣府
原子力防災専門官が、
原子力災害の発生又は
拡大の防止の円滑な実
施に必要な業務を行う。

事務局
（事務局長：原子力規制庁長官*）

* マニュアルに明記
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原子力防災会議の概要

１．趣旨

平時から、政府全体としての原子力防災対策を進めるため、関係機関間の調整や計画的な施策
遂行を図る役割を担うものとして、原子力基本法の改正により、内閣に「原子力防災会議」を新設

２．組織構成

議長：内閣総理大臣

副議長：内閣官房長官、環境大臣、原子力規制委員会委員長

議員：全国務大臣、内閣危機管理監

事務局長：環境大臣

３．原子力防災会議事務局体制図

[事務局長]
環境大臣

[事務局次長]
原子力規制庁長官

[審議官]
原子力規制庁次長

[参事官]
原子力地域安全総括官

[参事官]
原子力防災課長

[参事官]
監視情報課長

[事務局次長]
環境省

水・大気環境局長

[審議官]
環境省大臣官房

審議官

[参事官]
環境省水・大気環境局

放射性物質汚染対策担当参事官

[参事官]
環境省総合政策局

放射線健康管理担当参事官

【局員】
企画担当

【局員】
防災インフラ担当

【局員】
地域防災・防災訓練・
原子力防災専門官担当

【局員】
放射性物質汚染対策担当

【局員】
放射線健康管理担当
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原子力防災会議の概要

４．所掌事務

原子力防災会議は、原子力基本法第3条の4に大きく2つの所掌事務が以下の様に定められている。

①原子力災害対策指針に基づく施策の実施の推進その他の原子力事故が発生した場合に備えた政府
の総合的な取組を確保するための施策の実施の推進（第3条の4第1号事務）

（具体的な事務の例）

・地域防災計画の策定支援その他の地方公共団体との調整の推進

・防災訓練の実施の推進

・地域住民の避難・屋内退避の指示の事前準備の推進

・災害救助の事前準備の推進

・緊急被ばく医療の実施の事前準備の推進

②原子力事故が発生した場合において多数の関係者による長期にわたる総合的な取組が必要となる
施策の実施の推進（第3条の4第2号事務）

（具体的な事務の例）

・放射性物質による環境の汚染の状況の調査・測定の実施の推進

・除染、放射性物質によって汚染された廃棄物の処理の実施の推進

・地域住民の心身の健康のチェック（健康診断等）、追跡調査の実施の推進

※上記①の事務の実施については、原子力規制委員会が中心的な役割を果たす。一方、②の事務については環境省
が中心的な役割を果たす。
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【原子力災害対策指針】
○防災対策に係る

専門的・技術的
内容を記載

※ＰＡＺ・ＵＰＺを規定

【災害対策基本法】
○中央防災会議の設置
○災害応急対策の実施
○防災基本計画の策定
○地域防災計画の策定

【防災基本計画】 （原子力災害対策編）

【原子力災害対策特別措置法】（災害対策基本法の特別法）
○原災本部の設置（国の指示）
○緊急事態応急対策の実施
○原子力災害対策指針の策定
○原子力事業者防災業務計画の策定

国

自治体

６月２７日改正、９月１９日施行
（主な改正事項）
例）防災訓練の結果報告

オフサイトセンターの要件

規制委員会発足
後速やかに策定

(１０月目途)

原子力事業者防災業務計画（※改正原災法の施行から６ヶ月以内（来年3月まで）に改定）

○原子力事業者の予防対策、緊急事態応急対策、事後対策
○政府との連絡調整拠点や原子力レスキューの整備、

シビアアクシデントを想定した訓練の実施

事業者

<

国
の
枠
組
み>

<

各
主
体
の
行
動
計
画>

○防災に関する基本的計画
※ 国の危機管理体制の強化
※ 住民防護・被災者支援の整備
※ 防災インフラの充実

９月６日
中央防災会議決定

各関係機関の防災業務計画
○防災基本計画、原子力災害対策指針の改定を踏まえ、各機関の役割、体制について見直し

地域防災計画（※改正原災法の施行から６ヶ月以内（来年3月まで）に改定）

○道府県、市町村の防災に関する計画
○ＰＡＺ・ＵＰＺの設定に基づく広域避難計画の作成、防災資機材の整備

（今
後
の
対
応
）

（参考） 原子力災害対策の制度枠組み

事業者からの
規制委員会への報告
必要に応じて改善命令 4


